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指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、2026年６月開催予定の当社定時株主総会において承認されるこ

とを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」に移行することを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１． 指名委員会等設置会社への移行 

（1） 移行の目的

当社は、持続的な企業価値向上を目指し、「総合商社の枠組みを超える」価値創造企業グループに向

けた変革を実践します。この変革をより迅速に実践していくための一環として、ガバナンスの強化

を図るため指名委員会等設置会社への移行を 2026 年６月開催予定の当社定時株主総会に付議しま

す。ガバナンス強化に対する当社の考え方の詳細は、本日付ニュースリリース「変革を実践するガ

バナンス・執行体制の強化について～総合商社の枠組みを超える価値創造企業グループへ～」をご

参照ください。 

（2） 移行の時期

2026 年６月開催予定の当社定時株主総会において、関連する定款変更議案等について承認いただ

き、指名委員会等設置会社に移行する予定です。具体的な定款変更案については決定次第、別途公

表いたします。 

２． 指名委員会等設置会社への移行後の体制概要 

指名委員会等設置会社への移行後の体制は以下および別紙のとおりです。なお、移行後の体制の詳

細については、本日付適時開示「取締役・監査役人事について」をご参照ください。 

 社外取締役が取締役会において過半数を占める構成を維持し、移行後の取締役は合計 15名（社

内５名、社外 10名）とします。

 法定３委員会（指名委員会、監査委員会、報酬委員会）の委員長は、いずれも社外取締役から

選定する予定です。

以 上 
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